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１ 全国の食中毒発生状況
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２ 鳥取県の食中毒発生状況
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鳥取県の食中毒発生状況 (H25-R4)
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鳥取県の食中毒発生状況 (H25-R4)



【月別】鳥取県の食中毒発生状況 (H25-R4)



鳥取県の施設別食中毒発生状況 (H25-R4)



３ イベント等における食中毒
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事例１ 祭りで発生した黄色ブドウ球菌食中毒
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発生日 平成28年7月30日
（島根県）

患者数 31名（H28.8.8現在）

病因物質 黄色ブドウ球菌

原因食品 鶏肉串焼き



＜特徴＞
・人や動物に常在
（健常者の３０％保菌、特に化膿部）
・増殖の際に毒素エンテロトキシンを生産
・毒素は耐熱性
（100℃、30分の加熱でも無毒化されない）

＜潜伏期間・症状＞
３０分～６時間
吐き気、嘔吐 など

＜過去の原因食品＞
・穀類とその加工品（弁当、握り飯 等）
・乳製品 (牛乳、クリーム 等) ・卵製品 ・畜産製品 (肉、ハム 等)
・魚肉ねり製品 (ちくわ、かまぼこ 等) ・和洋生菓子 等

＜対策＞
・調理前の手洗いをしっかり行う
・手に傷のある人は食品を直接触ったり、調理しない

黄色ブドウ球菌
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黄色ブドウ球菌食中毒の予防
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事例２ 肉フェスで発生したカンピロバクター食中毒
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発生日 平成28年4月～5月
（東京都、福岡県）

患者数 875名

病因物質 カンピロバクター

原因食品 鶏肉の寿司
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【原因】

■鶏肉は加熱不十分な状態

（提供直前に簡単な湯通し）で提供

■調理マニュアルなし

事例２ 肉フェスで発生したカンピロバクター食中毒

▶提供者のカンピロバクターのリスクに関する認識
不足であった

▶十分に加熱（中心温度75℃で1分間以上）する
必要があった



＜過去の原因食品＞
・食肉（特に鶏肉）・飲料水 ・生野菜 ・牛乳 など

※潜伏期間が長いので、判明しないことも多い

＜対策＞
食品を十分に加熱する

＜特徴＞
・牛や鶏の腸管内に生息
・犬、猫も保菌
・食肉（特に鶏肉）、飲料水を汚染
・乾燥にきわめて弱い
・通常の加熱調理で死滅する

＜潜伏期間・症状＞
２～７日
発熱、下痢、腹痛、頭痛 など

カンピロバクター
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事例３ 花火大会で発生したO157食中毒
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発生日 平成26年7月
（静岡市）

患者数 509名

病因物質 腸管出血性大腸菌O157

原因食品 冷やしきゅうり



＜特徴＞
・牛や鶏の腸管内に生息
・犬、猫も保菌
・食肉（特に鶏肉）、飲料水を汚染
・乾燥にきわめて弱い
・通常の加熱調理で死滅する

＜過去の原因食品＞
日本：井戸水、牛肉、牛レバー刺し、ユッケ、ハンバーグ、牛角切りステーキ、
牛タタキ、ローストビーフ、シカ肉、サラダ、白菜漬けなど。
海外：ハンバーガー、ローストビーフ、アルファルファなど。
＜対策＞食肉は中心部までよく加熱する(75℃、1分以上)。野菜類はよく洗浄。
食肉店での二次汚染対策を十分に行う。低温保存の徹底。

＜特徴＞
・動物の腸管内に生息し、糞便等を介して
食品、飲料水を汚染する。

・加熱不足の肉（生肉含む）、生野菜など
の食品、水を介して感染する。加熱や
消毒処理には弱い。

＜潜伏期間・症状＞
・感染後平均4～8日間の潜伏期間。
・激しい腹痛と大量の血便。
・重症では溶血性尿毒性症候群を併発し、
意識障害に至ることも。腸管出血性大腸菌O157:H7

腸管出血性大腸菌O157



事例４ 一晩寝かせたカレーはおいしい？

24

発生日 ６月上旬
（東京都）

患者数 98名

病因物質 ウェルシュ菌

原因食品 カレー

東京都福祉保健局ホームページから引用
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■この施設では、前日の午前中に2日分のカレーを調理した。
半分は湯せんしながら当日に販売し、残りの半分はそのまま
室温で放置していた。

■この放置したカレーと湯せんしながら販売したカレーの残り
を夕方にまぜて、冷蔵して一晩保管した。

■翌日の朝、カレーを再び加熱したが、十分ではなく、その後
再び昼食用に湯せんして提供した。

■カレーに付着したウェルシュ菌は湯せんなどの増殖に適した
温度に長い時間置かれていたため、ウェルシュ菌が増殖し
事故に至ったと考えられた。

事例４ 概要

東京都福祉保健局ホームページから引用



ウェルシュ菌



• 特定の菌が作る細胞構造の一種

• 生育条件が増殖に適さなくなると形成し、生き残る

• 芽胞自体は食中毒を起こさないが、適当な条件にもどると発芽し、 増殖すれば
食中毒を起こす。

27

▼芽胞菌対策

１ 熱い状態のまま、なるべく早く食べる
２ 加熱調理後の急冷・冷蔵（３時間で２０℃以下に冷ます）

３ 再加熱（中心まで十分によくかきまぜる）

芽胞とは？



ウェルシュ菌対策
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■前日調理は避けましょう。

■やむを得ず前日調理をする場合は、深鍋
などに入れたまま冷蔵庫で保管せず、
小分けするなど食品を急冷した後、冷蔵
保存するようにしましょう。

■当日、食べる前には十分な加熱を行う
ようにしましょう。

東京都福祉保健局ホームページから引用



イベント出店時の注意事項
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①手洗いをしっかりしましょう！

30

イベントでは、衛生管理が不十分に
なりがちです。

調理前には、せっけんで手を洗い、
清潔な服装を心がけましょう。



②食品を暑いところに放置しないようにしましょう！
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食材はクーラーボックスなどで保管
しましょう。

仕出し弁当などは、冷房のきいた部屋
で保管しましょう。



③食品の作り置きはやめましょう！
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前日調理はやめましょう。

調理してすぐ食べる（すぐ販売）が
基本です。

生ものや傷みやすい食品（刺身、
すし等）の提供は控えましょう。



④体調が悪いときは調理・盛付けから外れましょう！
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下痢やおうとの症状がある場合は、
調理はしないようにしましょう。

手に傷があるときは、使い捨て手袋
を使用しましょう。
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４ 配食弁当等における食中毒



令和４年食中毒発生事例（弁当）

令和３年食中毒発生事例（弁当）

都道府県名 原因食品 病因物質 原因施設 摂食者数 患者数

愛知県 はんぺん，ごは
ん，いんげん煮
付け（弁当）

細菌-ウエルシュ菌 仕出屋 ７４８ ２６７

神奈川県 2022年５月19
日に提供された
給食弁当

細菌-ウエルシュ菌 飲食店 ５３６ ２６５

都道府県名 原因食品 病因物質 原因施設 摂食者数 患者数

岡山県 不明（令和３年
４月２６日から
２９日に提供の
給食弁当）

ウイルス-ノロウ
イルス

仕出屋 ６４５３ ２５４５

熊本県 令和3年1月6日
及び7日に提供
された食事又は
弁当

ウイルス-ノロウ
イルス

製造所屋 １７３ １０６

厚生労働省「食中毒発生事例」より引用



配食弁当は食中毒リスクの高い食品です！
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食中毒菌は適度な温度等条件が揃えば、時間と
ともにどんどん増殖します。

配食サービスの特徴
① 盛り付ける食品は、調理終了後から時間が経過して

いる。

② 配達に時間を要している。

③ 食べるまでほとんどの場合、常温におかれ食べる
時間も不確定である。

④ 利用者が健康弱者であることが多い。



配食に際しては、食品をラップ等で覆うか、

ふた付きの容器に入れる等ほこりや異物が

入らぬよう注意しましょう。

配食サービスにおける食中毒対策①



食事の運搬は、保冷(18℃以下を目安)又は

保温（65℃以上を目安) 設備のあるクーラー

等容器又は車両を使用して、適正な温度管理

を行いましょう。

配食サービスにおける食中毒対策②



利用者に手渡すときは、次のことを口頭あるいは

書面により注意しましょう。

[1] 受け取り後、すぐにお召し上がりください。

[2] やむを得ず保存する場合は、冷蔵庫で保管して

ください。また、時間が経過した時は思い切って
捨ててください。

配食サービスにおける食中毒対策③



５ ノロウイルス食中毒の予防方法



ノロウイルスの特徴

１ 冬季に多い

２ 健康保菌者がいる

３ 感染力が強い

４ 人の体内のみで増殖

５ 塩素系消毒が効果的
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従事者由来
（症状あり）

25%

従事者由来
（症状なし）

55%



ノロウイルスは小さい！











事例から学ぶ
ノロウイルス食中毒予防対策



食中毒の概要

１ 発生日 平成３１年３月１０日

２ 発生場所 米子市内の介護老人保健施設等

３ 原因施設 当該施設の給食施設
（給食委託業者）

４ 在籍者数 １３８名

５ 患者数 ２６名

６ 原因食品 ロールキャベツ（3月9日の夕食）

７ 病因物質 ノロウイルス

８ 行政処分 ３月１２日から１６日までの営業停止
（５日間）



調理工程

＜原材料＞
冷凍アスパラ（付合せ）

＜原材料＞
冷凍ロールキャベツ
玉ねぎ、ベーコン

加熱 加熱

盛り付け

冷却中心温度の記録あり



もりつけ時の危害要因分析

工程 盛り付け

危害要因 ノロウイルス
（手指からの汚染）

発生要因 ①盛り付け前の手洗いの不足又
は未実施
②使い捨て手袋の不適切な使用
③直前の手洗い不足、使いまわ
し、誤った使用方法

管理手段 2回手洗いを行う
手洗い後、使い捨て手袋の着用
手袋の使用方法の相互確認



６ 食品衛生法の一部改正



食品衛生法の一部改正の概要
平成30年6月13日 公布

改正の概要 施行期日

①広域的な食中毒事案への対策強化 Ｈ３１年４月１
日

②ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の制度化
2年以内
経過措置1年

③特別の注意を必要とする成分等を含む食品によ
る健康被害情報の収集

2年以内

④国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制
の整備

2年以内

⑤営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設 3年以内

⑥食品リコール情報の報告制度の創設
（鳥取県では鳥取県食品衛生条例ですでに義務付けている）

3年以内
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HACCPに沿った衛生管理の制度化①

認証の取得は必須ではない



HACCPに沿った衛生管理の制度化②



７ 食品表示法の新設
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ＪＡＳ法
（品質）

食品衛生法
（衛生）

健康増進法
（保健）

食品表示法

食品表示法

３つの法律の食品表示に関する部分を
一元化したもの

原材料

内容量

原産地 等

名称

賞味・消費期限

保存方法

遺伝子組換え

製造者名 等

添加物

アレルギー 等
栄養表示 等

平成27年4月1日から施行

食品表示法とは？



食品表示基準の改正(令和２年３月以降)

主な改正事項 時期

農産物漬物の内容量表示 令和２年３月２７日から

自主回収情報の報告を義務化 令和３年６月１日から

生しいたけの原産地表示 令和４年３月３０日から

加工食品の原料原産地表示 令和４年４月１日から

食品添加物表示

精米年月日表示

遺伝子組換えに関する任意表示 令和５年３月３１日までに



農産物漬物の内容量表示の改正
（令和２年３月２７日から）

改正前 改正後

調味液等を除
いた重量をｇ
又はｋｇの単
位で表示する。

⇒ 小切り又は細切りした漬物を密封したとき
は、内容量を質量で表示する（計量法）。

⇒ 小切り又は細切りした漬物を密封していな
いときは、内容量を重量、体積又は数量で
表示する。

⇒ 小切り又は細切りしていない漬物、らっ
きょう漬けは、内容量を重量、体積又は数
量で表示する。

個別の表示方法が削除され、
計量法に基づく表示方法に統一された。

詳細は、計量法の規定による農産物漬物の計量方法（経済産業省）を参照してください
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download

/14_tokuteisyouhin_keiryouhouhoutou.pdf



自主回収情報の報告を義務化
（令和３年６月１日から）

食品の自主回収を行った場合、行政へ届け出る
。

2018.12.14
消費者庁資料から



生しいたけの原産地表示の改正
（令和４年３月３０日から）

林野庁HPから



加工食品の原料原産地表示の改正
（令和４年４月１日から）

R2.9消費者庁
パンフレットから

１番多く使われている原材料の産地を表示する



食品添加物表示の改正
（令和４年４月１日から）

改正前 改正後

人工甘味料 ⇒ 甘味料

合成甘味料 ⇒ 甘味料

合成着色料 ⇒ 着色料

合成保存料 ⇒ 保存料

合成香料 ⇒ 香料

食品添加物の用途名及び一括名から
「人工」「合成」の文字を削除する



精米年月日表示の改正
（令和４年４月１日から）

名称

原料玄米 産地 品種 産年 使用割合

内容量

精米年月日
⇒ 精米時期

年月日
⇒ 「年月旬」又は「年月日」を表示する

販売者
(又は、精米工場)

氏名（名称）
住所
電話番号

「精米年月日」を「精米時期」とする
「調整年月日」を「調整時期」とする
「輸入年月日」を「輸入時期」とする

精米時期を「年月旬」でも表示できるようにした



遺伝子組換えに関する任意表示の改正
（令和５年３月３１日までに）

消費者庁
パンフレットから


